
JP 6134712 B2 2017.5.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  液密な絶縁タンクの壁を製造するための絶縁ブロック（２０）であって、底面パネル（
８）と、カバーパネル（７）と、前記底面パネル（８）と前記カバーパネル（７）の間に
設けられた複数の細長いスペーサ構造体（１）を有し、前記底面パネルと前記カバーパネ
ルは平面的で互いに平行で、
  前記スペーサ構造体（１）は、それぞれ下部プレート（５）と、上部プレート（３）と
、前記下部プレートと前記上部プレートの間に設けられて、前記下部プレートと前記上部
プレートに固定された一列の支柱（２）とを有し、前記一列の支柱によって前記下部プレ
ートと前記上部プレートは互いに平行に間隔をあけて保持されており、
  複数の前記スペーサ構造体（１）は前記底面パネル（８）に固定された前記下部プレー
ト（５）と前記カバーパネル（７）に固定された前記上部プレート（３）によって互いに
平行に設けられており、前記底面パネル（８）と前記カバーパネル（７）の間に設けられ
た熱絶縁ライナ（１１）が、前記スペーサ構造体（１）の前記支柱（２）の間の空間と、
それぞれの前記スペーサ構造体（１）の間の空間を埋めており、
　前記スペーサ構造体が、前記一列の支柱（２）に沿って位置する上部横方向補強材（４
）を有し、前記上部横方向補強材が列方向の前記支柱の１つの両側と前記上部プレート（
３）とに接続されていることを特徴とする絶縁ブロック。
【請求項２】
  前記スペーサ構造体が、前記一列の支柱（２）に沿って位置する下部横方向補強材（６
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）を有し、前記下部横方向補強材が列方向の前記支柱の１つの両側と前記下部プレート（
５）とに接続されていることを特徴とする請求項１に記載の絶縁ブロック。
【請求項３】
  前記スペーサ構造体が、前記一列の支柱の両側にそれぞれ位置する一対の前記上部横方
向補強材（４）及び／又は一対の前記下部横方向補強材（６）を有していることを特徴と
する請求項１又は２に記載の絶縁ブロック。
【請求項４】
  前記横方向補強材が正方形又は長方形の断面を有する棒であることを特徴とする請求項
１ないし３のいずれか１項に記載の絶縁ブロック。
【請求項５】
  前記支柱（２）が正方形又は長方形の断面を有することを特徴とする請求項１ないし４
のいずれか１項に記載の絶縁ブロック。
【請求項６】
  前記絶縁ブロック（２０）が前記底面パネル（８）と前記カバーパネル（７）の周囲全
体を横方向に閉じており、
  前記熱絶縁ライナ（１１）がパーライト又はグラスウールで構成されていることを特徴
とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の絶縁ブロック。
【請求項７】
  前記絶縁ブロックの横方向を閉じる壁が、ガラス繊維シートからなることを特徴とする
請求項６に記載の絶縁ブロック。
【請求項８】
  前記スペーサ構造体（１）が、木材から生成されていることを特徴とする請求項１ない
し７のいずれか１項に記載の絶縁ブロック。
【請求項９】
  前記絶縁ブロック（２０）がその縁部に沿って外側スペーサ構造体（１２）を備え、
  前記外側スペーサ構造体（１２）が前記絶縁ブロックの角部に間隙を形成するためにそ
の端部に三角支柱（１３）を備えていることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１
項に記載の絶縁ブロック。
【請求項１０】
  前記絶縁ブロックが、絶縁材からなる層（１０）を備え、
  前記絶縁材からなる層（１０）が前記底面パネル（８）の外表面に配置され、そして液
密薄膜の突起部を収容するために複数の平行な溝を有していることを特徴とする請求項１
ないし９のいずれか１項に記載の絶縁ブロック。
【請求項１１】
  請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の絶縁ブロックの製造方法であって、
  複数のスペーサ構造体（１）を互いに平行になるように型の穴の中に位置付け、前記ス
ペーサ構造体の前記上部プレート（３）を前記型の底壁に配置するステップと、
  前記スペーサ構造体の前記下部プレート（５）に前記底面パネル（８）を固定するステ
ップと、
  前記スペーサ構造体の前記支柱を前記熱絶縁ライナ内に埋め込むように、前記底面パネ
ル（８）と前記型の底壁の間の空間に前記熱絶縁ライナを導入するステップと、
  前記絶縁ブロックを引っくり返すステップと、
  前記カバーパネル（７）を前記スペーサ構造体の前記上部プレートに固定し、前記型の
前記穴から前記絶縁ブロックを取り外すステップと、からなる製造方法。
【請求項１２】
  負荷耐性構造体に保持されたタンク壁を有する液密な絶縁タンクであって、
  前記タンク壁が、前記タンクの外側から内側に向かう方向において、前記負荷耐性構造
体に保持された二次絶縁障壁と、前記二次絶縁障壁に保持された二次液密薄膜（１５）と
、前記二次液密薄膜に保持された一次絶縁障壁と、前記一次絶縁障壁に保持された一次液
密薄膜（１６）とを備え、
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  前記一次絶縁障壁及び／又は前記二次絶縁障壁が、基本的に請求項１ないし１０のいず
れか１項に記載の複数の絶縁ブロック（２０）で構成され、前記絶縁ブロックは繰り返し
パターンで並置されていることを特徴とする液密な絶縁タンク。
【請求項１３】
  前記二次液密薄膜（１５）が波形になるように互いに溶接された波形板金プレートから
なり、
  絶縁材からなる層（１０）が前記一次絶縁障壁の前記絶縁ブロックの前記底面パネルの
外表面と前記タンク壁の前記二次液密薄膜との間に配置され、
  前記二次液密薄膜の波形を収容するように、前記絶縁材からなる層の厚さが前記波形板
金プレートの波形の高さより厚く、前記絶縁材からなる層に平行な溝が形成されているこ
とを特徴とする請求項１２に記載の液密な絶縁タンク。
【請求項１４】
  前記二次液密薄膜（１８）が低膨張係数を有し、平行な溶接支持体（１９）に上向き縁
部で液密態様に溶接された鋼製外板の連続した織物からなり、
  絶縁材からなる層（１０）が前記一次絶縁障壁の前記絶縁ブロックの前記底面パネルの
外表面と前記タンク壁の前記二次液密薄膜との間に配置され、
  前記二次液密薄膜の前記上向き縁部と前記溶接支持体を収容するように、前記絶縁材か
らなる層（１０）の厚さが前記二次液密薄膜の前記上向き縁部と前記溶接支持体の高さよ
り厚く、前記絶縁材からなる層に平行な溝が形成されていることを特徴とする請求項１２
に記載の液密な絶縁タンク。
【請求項１５】
  二重船体（７２）と、前記二重船体に設けられた請求項１２ないし１４のいずれか１項
に記載の絶縁タンク（７１）と、を有する冷たい液体製品を輸送するための船（７０）。
【請求項１６】
  冷たい液体製品が、絶縁パイプライン（７３、７９、７６、８１）を通って、浮遊の又
は陸上の貯蔵施設（７７）から前記船（７０）の前記絶縁タンク（７１）へ、又は前記絶
縁タンクから前記貯蔵施設へ運ばれて、前記船に積み込む又は積み下ろしするための請求
項１５に記載の船の使用。
【請求項１７】
  請求項１５に記載の船（７０）と、
  前記船の二重船体に設置されたタンク（７１）を浮遊の又は陸上の貯蔵施設（７７）と
接続するように配置された絶縁パイプライン（７３、７９、７６、８１）と、
  冷たい液体製品を、前記絶縁パイプラインを通して前記浮遊の又は陸上の貯蔵施設（７
７）から前記船の前記絶縁タンクへ、又は前記絶縁タンクから前記貯蔵施設へ運ぶための
ポンプと、からなる冷たい液体製品を輸送するためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液密な絶縁タンクの製造分野に関し、詳細には冷たい又は熱い液体を貯蔵す
るためのタンクに関し、より詳細には液化ガスを貯蔵し及び／又は輸送するためのタンク
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液体ガスの海上輸送分野において、特にメタンの含有量の多いガスにおいて、薄膜（me
mbrane）を有するタンクが知られており、このタンクは冷たい液体を収容することを意図
しており、船の負荷耐性構造体に保持されたタンク壁で構成されている。タンク壁は、タ
ンクの外側から内側に向かう方向において、負荷耐性構造体に保持された二次絶縁障壁と
、二次絶縁障壁に保持された二次液密薄膜と、二次液密薄膜に保持された一次絶縁障壁と
、一次絶縁障壁に保持された一次液密薄膜と、を備えている。仏国特許発明第２８７７６
３８号明細書において、絶縁障壁は基本的に箱で構成され、各箱はタンク壁と平行に層状
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に設けられた熱絶縁ライナと、カバーパネルと底面パネルの間に働く圧縮力を吸収するた
めに熱絶縁ライナの厚さ方向に立ち上がる負荷耐性部材とを備えている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　使用時において、絶縁障壁を形成するタンク壁の箱は、船のローリングとピッチングに
よって動かされるタンクに収容された液体の静圧と動的衝撃による圧縮力にさらされる。
箱は、長い耐用年数の間、これらの力に耐えなければならず、もし下層の箱が崩壊したら
、薄膜が破裂する危険性にさらされていて、仕事のコストには箱の置き換えが含まれる必
要がある。仏国特許発明第２８７７６３８号明細書には、タンク壁と平行な平面において
熱絶縁部材の寸法に対して小さな横断面を有する支柱の使用が記載されている。この解決
策は、圧縮力のすべてを支柱に伝えることを可能にする。これらの支柱は、叩いた時にカ
バーパネルと底面パネルをへこませやすい。また、支柱の横断面を増加させると、二つの
カバーパネル間の熱の逃げ道がそれだけ増加する結果となる。
【０００４】
　独国特許発明第２４４１３９２号明細書には、上部パネルと下部パネルと輪郭部材（pr
ofiled element）を有するタンク壁部材が記載されている。各輪郭部材は、タンク壁部材
の厚さ方向に沿って延在し、スペーサ部材によって互いに間隔をあけた２枚の側板で構成
されている。この文献の図２に示された部材６は、側板とスペーサ部材の間の空間に設け
られた機械的強度のない絶縁材料である。
【０００５】
　仏国特許発明第２０６８９９５号明細書には、熱絶縁壁構造体が記載されている。この
壁構造体は、木製支持フレームを有している。ボウル状の横断面を有する鋼製の輪郭部材
が、第一支持フレームに固定又は取付けられている。この鋼製の輪郭部材と第二支持フレ
ーム（この文献の図２の参照符号７ｃ）が、異なる方向に延在している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１つの実施例によれば、本発明は、液密な絶縁タンクの壁を製造するための絶縁ブロッ
クであって、底面パネルと、カバーパネルと、前記底面パネルと前記カバーパネルの間に
設けられた複数の細長いスペーサ構造体を有し、前記底面パネルと前記カバーパネルは平
面的で互いに平行で、前記スペーサ構造体は、それぞれ下部プレートと、上部プレートと
、前記下部プレートと前記上部プレートの間に設けられて、前記下部プレートと前記上部
プレートに固定された一列の支柱とを有し、前記一列の支柱によって前記下部プレートと
前記上部プレートは互いに平行に間隔をあけて保持されており、前記スペーサ構造体は前
記底面パネルに固定された前記下部プレートと前記カバーパネルに固定された前記上部プ
レートによって互いに平行に設けられており、前記底面パネルと前記カバーパネルの間に
設けられた熱絶縁ライナが、前記スペーサ構造体の前記支柱の間の空間と、それぞれの前
記スペーサ構造体の間の空間を埋めていることを特徴とする絶縁ブロックを提供する。
【０００７】
　１つの実施例によれば、前記スペーサ構造体が、前記一列の支柱に沿って位置する上部
横方向補強材を有し、前記上部横方向補強材が列方向の前記支柱の１つの両側と前記上部
プレートとに接続されている。１つの実施例によれば、前記スペーサ構造体が、前記一列
の支柱に沿って位置する下部横方向補強材を有し、前記下部横方向補強材が列方向の前記
支柱の１つの両側と前記下部プレートとに接続されている。
【０００８】
　幾つかの実施例によれば、このような絶縁ブロックは以下の特徴の１つ以上を有してい
る。
　１．スペーサ構造体は、一列の支柱の両側に位置付けられた１対の上部横方向補強材及
び／又は１対の下部横方向補強材を有している。
　２．横方向補強材が正方形又は長方形の断面を有する棒である。
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　３．支柱が正方形又は長方形の断面を有する。
　４．熱絶縁ライナが、高分子発泡体の事前に切断されたブロックで構成されている。
　事前に切断されたライナを用いることで、取り扱う部材の数を削減することによって絶
縁ブロックのより迅速な生産を可能にしている。
　５．絶縁ブロックが底面パネルと前記カバーパネルの周囲全体を横方向に閉じており、
　熱絶縁ライナがパーライト又はグラスウールで構成されている。
　６．絶縁ブロックの横方向を閉じる壁が、ガラス繊維シートからなる。
　７．絶縁ブロックの横方向を閉じる壁が、合板からなる。
　８．支柱と横方向補強材が、接着接合されて、次にステープラーで留められている。
　９．底板パネルの厚さは９ｍｍである。
　１０．絶縁ブロックがその縁部に沿って外側スペーサ構造体を備え、その外側スペーサ
構造体が絶縁ブロックの角部に間隙を形成するためにその端部に三角支柱を備えている。
【０００９】
　カバーパネルは複数の層状に製造することができる。好ましい実施例において、カバー
パネルの厚さは１２ｍｍから３０ｍｍである。
【００１０】
　スペーサ構造体は異なる材料で形成することができ、例えば木製材料と制振材料の複合
材料で形成することができる。これによって減衰による動的挙動の改善が可能になる。
【００１１】
　好ましい実施例によれば、熱絶縁発泡体はポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）発泡体又はポリウ
レタン（ＰＵ）発泡体である。１つの好ましい実施例において、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ
）発泡体の密度は３５ｋｇ／ｍ3である。
【００１２】
　１つの実施例によれば、このような絶縁ブロックは絶縁材からなる層を備え、この絶縁
材からなる層が底面パネルの外表面に配置され、そして液密薄膜の突起部を収容するため
に複数の平行な溝を有している。
【００１３】
　有利なことに、このような絶縁材からなる層は窒素の循環を可能にする切り込みを有す
る。
【００１４】
　複数の実施例によれば、本発明はまた、絶縁ブロックの製造方法であって、互いに平行
な複数のスペーサ構造体を型の穴の中に位置付け、前記スペーサ構造体の前記上部プレー
トを前記型の底壁に配置するステップと、前記スペーサ構造体の前記下部プレートの前記
底面パネルを固定するステップと、前記スペーサ構造体の前記支柱を前記熱絶縁ライナ内
に埋め込むように、前記底面パネルと前記型の底壁の間の空間に前記熱絶縁ライナを導入
するステップと、前記絶縁ブロックを引っくり返すステップと、前記カバーパネルを前記
スペーサ構造体の前記上部プレートに固定し、前記型の前記穴から前記絶縁ブロックを取
り外すステップと、からなる製造方法を提供する。
【００１５】
　１つの実施例によれば、本発明はまた、負荷耐性構造体に保持されたタンク壁を有する
液密な絶縁タンクであって、前記タンク壁が、前記タンクの外側から内側に向かう方向に
おいて、前記負荷耐性構造体に保持された二次絶縁障壁と、前記二次絶縁障壁に保持され
た二次液密薄膜と、前記二次液密薄膜に保持された一次絶縁障壁と、前記一次絶縁障壁に
保持された一次液密薄膜とを備え、前記一次絶縁障壁及び／又は前記二次絶縁障壁が、基
本的に複数の絶縁ブロックで構成され、前記絶縁ブロックは繰り返しパターンで並置され
ていることを特徴とする液密な絶縁タンクを提供する。
【００１６】
　１つの実施例によれば、このようなタンクは以下の特徴の１つ以上を有している。
　１．一次液密薄膜及び／又は二次液密薄膜が波形になるように互いに溶接された波形板
金プレートからなり、絶縁材からなる層が自立した箱のカバーパネルの外表面とタンク壁
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の一次液密薄膜及び／又は二次液密薄膜との間に配置され、前記一次液密薄膜及び／又は
二次液密薄膜の波形を収容するように、前記絶縁材からなる層の厚さが前記波形板金プレ
ートの波形の高さより厚く、前記絶縁材からなる層に平行な溝が形成されている。
　２．二次液密薄膜が波形になるように互いに溶接された波形板金プレートからなり、
　絶縁材からなる層が一次絶縁障壁の絶縁ブロックの底面パネルの外表面とタンク壁の二
次液密薄膜との間に配置され、前記二次液密薄膜の波形を収容するように、前記絶縁材か
らなる層の厚さが前記波形板金プレートの波形の高さより厚く、前記絶縁材からなる層に
平行な溝が形成されている。
　３．二次液密薄膜が低膨張係数を有し、平行な溶接支持体に上向き縁部で液密態様に溶
接された鋼製外板の連続した織物からなり、絶縁材からなる層が一次絶縁障壁の絶縁ブロ
ックの底面パネルの外表面とタンク壁の前記二次液密薄膜との間に配置され、
　前記二次液密薄膜の前記上向き縁部と前記溶接支持体を収容するように、前記絶縁材か
らなる層の厚さが前記二次液密薄膜の前記上向き縁部と前記溶接支持体の高さより厚く、
前記絶縁材からなる層に平行な溝が形成されている。
【００１７】
　このようなタンクは、例えばＬＮＧ貯蔵用の陸上の貯蔵施設の一部であり、又は浮遊の
沿岸の又は沖合の構造体に設置され、特にメタンタンカー、浮体式貯蔵・気化設備（ＦＳ
ＲＵ）、浮体式生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）などに利用される。
【００１８】
　１つの実施例によれば、冷たい液体製品を輸送するための船は、二重船体と、前記二重
船体に設けられた上述のタンクと、を有する
【００１９】
　１つの実施例によれば、本発明はまた、冷たい液体製品が、絶縁パイプラインを通って
、浮遊の又は陸上の貯蔵施設から船の絶縁タンクへ、又は前記絶縁タンクから前記貯蔵施
設へ運ばれる、船に積み込む又は積み下ろしするための方法を提供する。
【００２０】
　１つの実施例によれば、船に積み込む又は積み下ろしするために、冷たい液体製品が、
絶縁パイプラインを通って、浮遊の又は陸上の貯蔵施設から船の絶縁タンクへ、又は前記
絶縁タンクから前記貯蔵施設へ運ばれるように、このような船が使用される。
【００２１】
　１つの実施例によれば、本発明はまた、船の二重船体に設置されたタンクを浮遊の又は
陸上の貯蔵施設と接続するように配置された絶縁パイプラインと、冷たい液体製品を、前
記絶縁パイプラインを通して前記浮遊の又は陸上の貯蔵施設から前記船の絶縁タンクへ、
又は前記絶縁タンクから前記貯蔵施設へ運ぶためのポンプと、からなる冷たい液体製品を
輸送するためのシステムを提供する。
【００２２】
　本発明の根底にある１つの発想は、横方向応力と曲げ応力に良好な耐性を有する一方で
、圧縮強度を有する絶縁性の自立した箱を提供することである。
【００２３】
　本発明のある態様は、力が均一的に伝達される絶縁ブロックを提供するという発想から
始められた。
【００２４】
　本発明のある態様は、カバーに穴があけられるのを防ぐという発想から始められた。
【００２５】
　本発明のある態様は、カバーの曲げ強度を補強するという発想から始められた。
【００２６】
　本発明のある態様は、支柱が座屈する危険性を制限するという発想から始められた。
【００２７】
　本発明のある態様は、自動で製造するのが容易な絶縁ブロックを提供するという発想か
ら始められた。
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【００２８】
　本発明のある態様は、絶縁材からなる層を自立した箱と下に横たわる液密薄膜の間に導
入することで、材料のこの層の突起部分を収容するという発想から始められた。本発明の
ある態様は、自立した箱と絶縁材からなる層の両方を包含する絶縁ブロックのプレハブを
作ることを可能にするために、自立した箱として材料のこの層をモジュールとして同一寸
法で製造するという発想から始められた。
【００２９】
　以下の一連の記載と多数の本発明の具体的な実施例を通して、本発明はより良く理解さ
れ、さらに本発明の詳細な特徴、長所がより明らかになるであろう。これらは、添付の図
面と共に単に発明を限定しない説明のために用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は絶縁ブロックで利用可能なスペーサ構造体の部分斜視図である。
【図２】図２は図４の線ＩＩ－ＩＩに沿った絶縁ブロックの断面図である。
【図３】図３は図４の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿った絶縁ブロックの断面図である。
【図４】図４は絶縁ブロックの平面図である。
【図５】図５は高分子発泡体の事前に切断されたブロックの部分平面図である。
【図６】図６は第一実施例に係るタンク壁の略断面図である。
【図７】図７は第二実施例に係るタンク壁の略断面図である。
【図８】図８は第三実施例に係るタンク壁の略断面図である。
【図９】図９はタンクに積み込む又は積み下ろしするためのターミナルを有するメタンタ
ンカーのタンクの断面図を含めた概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１を参照して、正方形の断面を有する一列の支柱２と、そこに設けられた上部プレー
ト３と下部プレート５とを有するスペーサ構造体１が示されている。支柱２は互いに等間
隔に整列しており、圧縮力の良好な分配を可能にしている。矩形断面を有する上部横方向
補強材４が、支柱２と上部プレート３とに固定されている。矩形断面を有する下部横方向
補強材６が、支柱２と下部プレート５とに固定されている。下部横方向補強材６と上部横
方向補強材４が、それぞれスペーサ構造体１の剛性を向上させている。また、それらは支
柱２が座屈するのを回避している。このようなスペーサ構造体は、プレハブで作ることが
できるので、絶縁ブロックの製造を容易にしている。
【００３２】
　図２ないし４を参照して、それぞれ９つの支柱２を有する７つのスペーサ構造体１を有
する絶縁ブロック２０が示されている。２つの外側スペーサ構造体１２が絶縁ブロック２
０の縁部に配置され、この外側スペーサ構造体１２においては、プレートと横方向補強材
は支柱２の片側のみに、即ち絶縁ブロック２０の内側のみに延在している。外側スペーサ
構造体１２は、絶縁ブロック２０の角部に空間を提供するために、三角形支柱１３を備え
ている。下部プレート５と上部プレート３は、力の支柱２とカバーパネル７と底面パネル
８のそれぞれへの均一な伝達を保証している。また、下部プレート５と上部プレート３は
、カバーパネル７と底面パネル８に曲げ強度を付与している。高分子発泡体１１が、スペ
ーサ構造体１の間の空間と、スペーサ構造体１の一列の支柱２の支柱の間の空間を埋めて
いる。高分子発泡体１１は、密度が３５ｋｇ／ｍ3のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）発泡体で
ある。絶縁材からなる層１０が、底面パネル８の外表面上に配置されている。絶縁材から
なる層１０は、密度が２０ｋｇ／ｍ3のポリウレタン（ＰＵ）発泡体で構成されている。
木摺（lath）９が、連結器（図示せず）の近傍でのクリープ変形を防止し、構造的連続性
を保証している。
【００３３】
　図４には、底面パネル８に形成された、高分子発泡体１１の注入を可能にする穴１４も
示している。代替的に、高分子発泡体１１は絶縁ブロック２０の側面を通して注入するこ
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ともできる。
【００３４】
　例えば、支柱２は３０×３０ｍｍ2の断面積を有し、横方向補強材４、６は３０×２１
ｍｍ2の断面積を有し、カバーパネル７は厚さが２１ｍｍである。
【００３５】
　絶縁ブロック２０は、複数の方法で製造することができる。１つの実施例によれば、絶
縁ブロック２０は、平行六面体の型の空洞内に互いに平行に複数のスペーサ構造体１を位
置付けて、スペーサ構造体１の上部プレート３をこの型の底壁上に置くことで製造される
。底面パネル８は、スペーサ構造体１の下部プレート５に固定され、熱絶縁ライナ１１を
底面パネル８と型の底壁の間の空間に注入して、スペーサ構造体１の支柱２を埋め込む。
注入は、型底の側面を通してでも、底面パネル８に形成した穴１４を通してでも行うこと
ができる。次に絶縁ブロック２０は引っくり返されて、カバーパネル７がスペーサ構造体
１の上部プレート３に固定される。最後に、絶縁ブロック２０は型の空洞から取り外され
る。
【００３６】
　別の実施例は、上述と同じ工程で実施されるが、但し下部プレート５を型の底に対して
置き、カバーパネル７を上部プレート３に固定し、そして高分子発泡体１１をカバーパネ
ル７に作成した穴１４を通して注入する。
【００３７】
　図５を参照して、高分子発泡体１１の事前に切断されたブロックが示されている。この
実施例において、絶縁ブロック２０の製造中に高分子発泡体は注入されず、事前に切断さ
れてスペーサ構造体１の間に挿入される。高分子発泡体の第一の事前に切断されたブロッ
ク２１は、スペーサ構造体１の支柱２を収容するための切欠きがその両側に設けられてい
る。高分子発泡体の第二の事前に切断されたブロック２２は、支柱の一列のみを収容する
ために、その片側のみに切欠きが設けられている。所望の寸法の箱が得られるまで、スペ
ーサ構造体１と事前に切断されたブロック２２は、このように交互に重ね合され、次に底
面パネル８とカバーパネル７がそこに固定される。
【００３８】
　それぞれ並列した絶縁ブロック２０の層からなる一次絶縁障壁と二次絶縁障壁で構成さ
れた液密な絶縁タンク壁の３つの実施例を、図６ないし８を参照して説明する。
【００３９】
　図６の実施例において、二次液密薄膜１５と一次液密薄膜１６は、互いに溶接された波
形板金プレートで形成されている。絶縁材からなる層１０が一次絶縁障壁の絶縁ブロック
２０の下部プレート５の外面とタンク壁の二次液密薄膜１５との間に設けられている。二
次液密薄膜１５の波形は、絶縁材からなる層１０に形成された平行な溝に挿入可能である
。実際には、波形の間の二次液密薄膜１５の平坦な部分に対向する絶縁材からなる層１０
のこれらの部分は、波形を収容する溝よりかなり幅広くすることができる。例えば、絶縁
材からなる層１０は合板又は高分子発泡体で構成される。
【００４０】
　図７の実施例において、二次液密薄膜１５と一次液密薄膜１６は、互いに溶接された波
形板金プレートで形成され、その波形はいずれも液密薄膜を支持する絶縁障壁の方向を向
いている（リエントラント波形）。絶縁材からなる層１０が、二次絶縁障壁の絶縁ブロッ
ク２０の上部プレート３の外面とタンク壁の二次液密薄膜１５との間に設けられている。
二次液密薄膜１５のリエントラント波形は、絶縁材からなる層１０に形成された平行な溝
に挿入可能である。同様に、実際には、波形の間の二次液密薄膜１５の平坦な部分に対向
する絶縁材からなる層１０のこれらの部分は、波形を収容する溝よりかなり幅広くするこ
とができる。例えば、絶縁材からなる層１０は合板又は高分子発泡体で構成される。
【００４１】
　図８の実施例において、二次液密薄膜１５と一次液密薄膜１６が、いずれも溶接支持体
１９の両側の上向き縁部で互いに溶接された低膨張係数を有する鋼製外板を備えている。
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タンク壁の二次液密薄膜１５との間に設けられている。二次液密薄膜１５の上向き縁部と
溶接支持体は、絶縁材からなる層１０に形成された平行な溝に挿入可能である。
【００４２】
　上述の絶縁ブロックは、異なるタイプの貯蔵タンクで利用可能であり、例えば陸上施設
の又はメタンタンカー等の浮遊設備のＬＮＧ貯蔵タンクの絶縁障壁を形成するために利用
できる。
【００４３】
　図９を参照して、メタンタンカー７０の断面図が、船の二重船体７２に搭載された全体
的に角柱形状を有する液密な絶縁タンク７１を示している。タンク７１の壁は、タンクに
収容されたＬＮＧと接触することを意図した一次液密障壁と、この一次液密障壁と船の二
重船体７２との間に配置された二次液密障壁と、それぞれ一次液密障壁と二次液密障壁と
の間及び二次液密障壁と二重船体７２との間に配置された２つの絶縁障壁とを有している
。
【００４４】
　既知の方法において、船の上部デッキに設けられた積み込み／積み下ろしパイプライン
７３が、適切なコネクタによって、海上のターミナル又は港のターミナルと接続可能で、
積み荷のＬＮＧをタンク７１へ又はタンク７１から移動させることができる。
【００４５】
　図９に、積み込み／積み下ろしステーション７５と水中パイプ７６と陸上施設７７とを
有する海上ターミナルの例を示す。積み込み／積み下ろしステーション７５は、可動アー
ム７４とこの可動アーム７４を支持するタワー７８を有する固定された海上施設である。
可動アーム７４は、積み込み／積み下ろしパイプライン７３と接続可能な一群の絶縁可撓
性パイプ７９を支持している。方向付け可能な可動アーム７４は、すべての大きさのメタ
ンタンカーに適応できる。接続パイプ（図示せず）が、タワー７８の内側に延在している
。積み込み／積み下ろしステーション７５が、メタンタンカー７０が陸上施設７７との間
で積み込み／積み下ろしすることを可能にしている。陸上施設７７は、液化ガス貯蔵タン
ク８０と、積み込み／積み下ろしステーション７５と水中パイプ７６で接続された接続パ
イプ８１を有している。水中パイプ７６は、例えば５ｋｍの長い距離を越えて、積み込み
／積み下ろしステーション７５と陸上施設７７の間で、液化ガスを移動することを可能に
しており、それによって積み込み／積み下ろし作業中にメタンタンカー７０が海岸から遠
く離れた場所にいることを可能にしている。
【００４６】
　液化ガスを移動させるために必要な圧力を生成するために、船７０の船上のポンプ及び
／又は陸上施設７７に装備されたポンプ及び／又は積み込み／積み下ろしステーション７
５に装備されたポンプが使われる。
【００４７】
　多くの具体的な実施例を用いて本発明を説明したが、それらに限定されないことはまっ
たく明らかであり、説明された手段と技術的に等価なものとそれらの組み合わせのすべて
、本発明の範囲内に含まれる。
【００４８】
　用語「有する」「からなる」「備える」とそれらの変形の使用は、請求項に記載したも
のの他の部材や他の工程の存在を排除するものではない。１つの部材や１つの工程に対す
る「ある」「１つの」といった用語の使用は、特に特定しない限り、複数の部材や複数の
工程の存在を排除するものではない。
【００４９】
　請求項において、括弧内の参照符号は請求項を限定するものとして解釈すべきではない
。
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